
第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名  第３回武蔵村山市介護保険運営協議会 

開 催 日 時 平成２２年２月１８日（木） １７時 ～１８時２０分 

開 催 場 所  市民総合センター３階 中会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

 

出席者： 佐野会長、石橋副会長、藤田委員、川又委員、清水委員、笹本委

員、柳川委員、加園委員、﨑田委員、山部委員 

    高齢・障害担当部長、高齢福祉課長、管理グループ主査、認定・

給付グループ主査、相談・支援グループ主査、高齢福祉グループ

主査 

欠席者：金澤委員 

傍聴者：なし 

 

議 題 

 

 報告事項１ 第２回介護保険運営協議会会議結果について 

 報告事項２ 平成２１年度実地指導の状況について 

 協議事項１ 夜間対応型訪問介護サービス事業者の指定について 

 協議事項２ 第４期介護保険事業計画の進捗状況について 

 協議事項３ 地域包括支援センターの評価について 

 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

 協議事項１ 夜間対応型訪問介護サービス事業者の指定について 承認

協議事項２ 第４期介護保険事業計画の進捗状況について    承認

協議事項３ 地域包括支援センターの評価について       承認

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 

 開会 

   

報告事項１ 第２回介護保険運営協議会会議結果について 

事 務 局 説明  

会   長 質問はあるか。 

委   員 なし 

 

報告事項２ 平成２１年度実地指導の状況について 

事 務 局 説明 

会   長 質問はあるか。 

委   員 市の実地指導は都の実地指導と比べてどういう格付けになる

か。 

事 務 局 法律上同じである。 

委   員 市の指導もあり、都の指導もあるということか。 

事 務 局 御指摘のとおりである。 

会   長 他に質問はあるか。 

委   員 なし 

 

協議事項１ 夜間対応型訪問介護サービス事業者の指定について 

事 務 局 説明 

会   長 質問はあるか。 

委   員 地域福祉サービス協会というのはどのくらいの規模の団体



か。 

事 務 局 健生会が母体である。 

委   員 市にあるコスモスと関係があるのか。 

事 務 局 同一法人である。 

会   長 ヘルパーは何人いるのか。 

事 務 局 申請書の２ページにあるとおり、定期巡回３名、随時訪問 15

名となる。 

立川市では１１月に指定となり、本市は２月に指定をした。

今後、隣接する国立、国分寺、昭島等も指定する予定であ

る。 

会   長 事業実績については、後日報告願いたい。 

      他に質問があるか。 

委   員 なし 

 承認 

 

協議事項２ 第４期介護保険事業計画の進捗状況について 

事 務 局 説明 

会   長 説明の途中だが、高額介護医療合算について詳しい説明をお

願いしたい。 

事 務 局 説明 

会   長 高額介護医療合算の実績が計画値を下回っている原因となっ

ているか。 

事 務 局 第４期計画策定時には制度自体が不透明であったので計画に

は見込んでいない。従って原因とはなってはいない。 

事 務 局 説明(続き) 

会   長 ４から５ページで質問はあるか。 

      この表を見ただけでも、後期高齢者が増加しているのが分か

る。 

事 務 局 後期高齢者が増えると、認定率が高くなり保険給付が増加す

るとともに、国からの調整交付金の割合も増える。調整交付

金については、全国平均は５％で、本市の場合は１．１%にな

っている。３．９%分は１号被保険者の負担となる。 

委   員 後期高齢者が増えているのは、そういう施設が増えていると

いうことか。 

事 務 局 １１月にできたグループホームについては、もともと見込ん

でいる。 

      市で行っている百歳のお祝いの対象者が、平成２０年度４

名、２１年度８名、２２年度は１３名と増えている。 

委   員 今でも金盃がもらえるのか。 

事 務 局 金盃は都だと思う。市では賞状と記念品を贈っている。 

会   長 ６～７ページでは質問はないか。 

      施設給付費が計画より上回った理由は何か。 

事 務 局 計画では、特養、老健、療養医療施設の合計で３８５人の予

定であった。４月の状況が３９７人で、１月が３７５人で療

養医療施設の人数が減っているが、見込みより減り方が少な

いのかもしれない。 

委   員 小規模多機能というのはもうできているのか。 

事 務 局 １２月１日付で指定している。計画では年度当初に開設する

予定であった。 

会   長 ８～９ページでは質問はないか。 



委   員 介護予防事業の参加者は定員まで達しているのか。 

事 務 局 すべての事業が定員に達しているわけではなく、特にマシン

なしの筋力向上トレーニングは不人気である。来年度はマシ

ンを使う筋力向上トレーニング事業に振り替える。 

委   員 特定高齢者のうちどのくらいの人が参加しているか。 

事 務 局 資料がないが、数％であったと思う。 

      一般高齢者を対象とした太極拳についても、冬になってだい

ぶ人数が減ってきた。 

委   員 事業に参加するまでが大変だと聞いている。 

事 務 局 送迎つきかどうかというのが影響している。 

会   長 実施場所は１か所なのか。 

事 務 局 市民総合センターでやっている。 

会   長 遠い人は来にくいのでは。 

委   員 高齢者だとマシンを使うより、使わないほうがやりやすいと

思うが、事業のやり方がおもしろくないのでは。 

事 務 局 マシンなしの事業を行ったきっかけとしては、家でも気軽に

できるということではじめたが、マシンを使ってやった方

が、やっている感じがあるようである。 

委   員 教える人が、楽しくできるように工夫する必要があるので

は。 

事 務 局 この事業に限らず、参加したくなるような事業ができるよう

公募することにした。 

委   員 参加している人の話を聞くと、いすに座ったり、立ってやる

方が怖くないようである。 

事 務 局 参加者が少ない事業はやめて他の事業に振り替える。 

委   員 小中学生を対象とした認知症サポーター養成講座の実施につ

いては、認知症の状況を知ってもらうには非常に良いことだ

と思う。本来の大人の認識がどのくらい高まっているのかま

だ疑問はある。 

事 務 局 平成 21 年 12 月現在、全国で 146 万人の養成を行った。市で

は 330 人ほど行っている。来年度は第一小学校の 5・6年生を

対象にやることが決まっている。中学では第三中学校で来月

実施する予定である。 

会   長 他になければ承認ということでよいか。 

委   員 なし 

 承認 

 

協議事項３ 地域包括支援センターの評価について 

事 務 局 説明 

会   長 相談件数のカウントの仕方が変わったということだが、１９

と２０も同じようにカウントすると緑が丘の件数が多いの

か。 

事 務 局 そうなると思う。 

委   員 １６ページの表の単位はどのくらいか。 

事 務 局 千円である。２２ページも千円である。 

会   長 他に質問はあるか。 

委   員 １４ページの西部の担当区域の中に横田基地とあるが、どの

くらいの人数がいるのか。 

事 務 局 人口は２０９名で６５歳以上は女性が１名である。 

委   員 来年度の新規事業で地域包括支援センターで弁護士相談とあ



るがどのようなことをするのか。 

事 務 局 高齢者の権利擁護について相談するものである。 

委   員 月何回ぐらい実施するのか。 

事 務 局 相談のあるときに不定期である。 

委   員 権利擁護といこうとで、今一番困っているのは、親族がいな

く、自己決定のできない認知症の人の医療行為ができない場

合で、その対応について行政で何とかできないか。 

事 務 局 成年後見人がいない場合ということでしょうか。 

委   員 成年後見人がいても対応できない。 

事 務 局 成年後見人とは、ほぼ本人と同じという認識であったが違う

のでしょうか。 

委   員 財産管理についての法律行為の法定代理人ということなの

で、医療同意権はない。ただ、親族がいない場合はどうする

のかということが問題になっている。予防接種ぐらいであれ

ば事実上、同意してしまっていることもあるが、手術をする

かしないかの決定はできない。 

事 務 局 手術が必要かどうかは医師の判断であり、同意は必要ないの

ではないのでしょうか。 

委   員 訴訟のためではないか。家族との関係がねじれてしまってい

る場合は難しい。時間的な余裕があればよいが、すぐに決断

をしなければならないことが多いので困っている。私の責任

でやってもらうこともあるが、私では法的根拠がない。 

事 務 局 親族を捜すしかないのでしょうか。 

委   員 時間があればいいが、たとえいたとしても拒否する場合もあ

る。 

事 務 局 親族を捜す場合、戸籍が取れなければ捜しようがない。取れ

たとしてもそこにいるとは限らない。拒否をする親族も多

い。解決策はすぐに浮かばない。 

委   員 シンポジウムもやっているし、全国的に問題になっている。

事 務 局 生死が問われる場合は緊急的対応になるが、問題提起させて

いただきたい。 

会   長 色々な状況が考えられるので、今後も皆で知恵を出し合って

いきましょう。 

      他にあるか。 

委   員 なし 

 承認 

 

協議事項４ その他 

事 務 局 次回日程調整 

会   長 次回は６月３日(木)１７時とする。 

 

終   了 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

会 議の 公開 ・ 

非 公 開 の 別 

■公  開                傍聴者：    ０人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

■開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課 健康福祉部高齢福祉課（内線：６３２） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


